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    東北文化学園大学授業料等特別措置制度規程 

 

┌平成２１年２月１８日┐  

└理 事 会 制 定┘ 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、東北文化学園大学学則第５０条第１項別表第２の備考の規定に

基づき、東北文化学園大学（以下「大学」という。）に４年を超えて在学し、かつ

学修意欲のある学生に対して適用するための授業料等特別措置制度（以下「特別措

置」という。）に関して、必要な事項を定めるものとする。  

 （特別措置の対象）  

第２条 特別措置の対象は、次のすべてを満たす者とする。 

⑴ 休学期間を除き大学に４年を超えて在学する者（ただし、編入学者は、２年を

超えて在学する者） 

⑵ 既修得単位が１００単位以上である者  

⑶ 特別措置申請時において授業料等を完納している者 

⑷ 特別措置申請時までに懲戒処分を受けていない者 

２ 特別措置の適用は、在学中原則１回限りとする。 

 （特別措置の方法） 

第３条 特別措置は、次のとおりとする。 

⑴ 授業料、施設設備費及び実験実習費は、別表に定める。 

⑵ 特別措置による授業料等は、学期の中途で休学、退学又は除籍しても返還しな

い。 

⑶ 特別措置による授業料等は、東北文化学園大学学則第５１条に定める期日まで

に納付しなければならない。 

⑷ 特別措置による授業料等の延納又は分納は、原則認めない。 

 （特別措置の申請） 

第４条 特別措置を申請しようとする者は、所定の期日までに、次に掲げる書類を学

長に提出しなければならない。 

⑴ 授業料等特別措置申請書 

⑵ 成績証明書 

⑶ その他必要と認める書類 

 （特別措置対象者の選考）  

第５条 特別措置を志願する者の選考は、教務委員会が行い、学長が決定する。 

 （特別措置の停止） 
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第６条 特別措置の対象である者が次の各号のいずれかに該当する場合、特別措置を

停止する。 

⑴ 修学状況に怠慢等があると教務委員会で認めたとき。 

⑵ その他、教務委員会が特別措置の対象者として不適正であると認めたとき。 

２ 前項第１号又は第２号に該当し、特別措置の停止を受けた者は、東北文化学園大

学学則第５０条第１項別表第２に規定する授業料等を納付しなければならない。 

 （庶務） 

第７条 特別措置に関する庶務は、教務部教務課において処理する。 

 （規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会が行う。 

   附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表にかかわらず、科学技術学部人間環境デザイン学科に平成２５年３

月３１日に在学する者については、従前の別表を適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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別表  授業料、施設設備費及び実験実習費 

（単位：円） 

 

区    分 

医療福祉学部  総合政策  
学部  科学技術学部  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

学科 
看護学科 

保健福祉 

学科 

総合政策 

学科 

知能情報

ｼｽﾃﾑ学科 

建築環境 

学科 

臨床工 

学科 

授  業  料 

（１単位） 25,000 25,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 

施設設備費 

（ 半 期 ） 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

実験実習費 

（ 半 期 ） 150,000 150,000 100,000 50,000 150,000 150,000 150,000 

備考  実験実習費は、実習等を伴う科目を履修する場合に徴収する。 


